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２ .  府中市の現況と課題  

本章では、都市づくりの目標や誘導方針、誘導区域等を定めるにあたって、備後圏都市計画区域及び上下都市計画区域に関する現況や課題を整理します。 

 

府中市の経緯  

山と川に囲まれたコンパクトな市街地 

・ 戦前の府中市は、人口 4万人程度だったが、昭和 20年～40年代頃の人口増加に伴って、山と

川に囲まれた地形であったため、東南方面のもともと農地であった平地を中心にして新市街地

が広がっていきました。短期間の間に急速に面積が拡大したため、現在でも住宅、工場、農地な

どの土地利用が見られる低密度な市街地となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭
和
22
年
：
人
口
増
加
開
始
時
期
の
市
街
地 

・現在の府中町、出口町を中心に高密度でコンパクトな市街地が形成されて

いました。 

・現在のＪＲ福塩線は昭和 13年に全線開通していますが、府中町・出口町と

いった既成市街地をよける形で整備されたため、当時の府中駅は市街地の

外側に位置していました。 

・ 中心部の市街地の外側には、山間の平地に集落が点在していました。高木

町・中須町周辺も、平坦な土地において同様に集落が点在する地域となっ

ていました。 

 昭
和
55
年
：
人
口
増
加
に
伴
う
団
地
整
備
が
進
む
市
街
地 

・人口増加に合わせ、見晴団地、広谷団地、緑ヶ丘団地、南宮台団地など山

を切り開いて住宅団地の整備が進められました。 

・高木町・中須町周辺の農地が、工場や住宅として宅地化され、急激に市街

化が拡大しました。この時期に、高木町・中須町周辺において住・工・農の

混在した市街地が形成されました。 

・一方で、市街地から離れた父石町などの集落では、大きな変化は見られま

せんでした。 

 

 近
年
の
市
街
地 

・高木町・中須町の宅地化がより一層進み、市街地が現在の大きさまで広が

っていきました。 

・平成に入ってからも山を切り開く整備が進められ、鵜飼工業団地、桜が丘

団地が完成しています。現在は、南北道路の整備が進められています。 

・ 市街地が拡大する一方で、人口は昭和 50年以降減少傾向が続き、近年

では、戦前と同程度にまで減少していく中で、市街地は拡大する一方で、人

口密度が軽薄になっています。 
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□府中市における人口推移 
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□府中市都市計画区域における市街地の変遷 
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人口の動向  

備後圏域における人口推移  

3 市ともに人口減少が進む備後圏域  

尾道市では、平成 12 年以降人口流出などによって人口減少が進んでいます。また、人口増加の

傾向を示していた福山市においても令和 2 年を境に人口減少に転じており、3 市ともに人口減少とな

っています。 

働く場がある強みを生かしきれていない府中市  

府中市民の主な市外の通勤先は福山市であり、令和 2 年時点で約 4,600 人程度が通勤していま

す。一方、福山市から府中市に通勤する人は 5,900人程度となっています。 

府中市の夜間人口（居住人口）は福山市などへ流出傾向にある一方、昼夜間人口比率について

は令和 2年時点で 100％を越えており、近隣市町の居住者の就業先に選ばれています。 

一方で、府中市は次頁で示すように転出超過であることから、近隣市町に比べ居住地として選択さ

れておらず、府中市の特色である職住近接の市街地環境を生かしきれていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 府中市・福山市・尾道市の人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2備後圏域における市町間の通勤者の状況 
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府中市の転出・転入の状況  

若者を中心とした福山市への転出超過  

近年の府中市では、男女合わせて年間約 400人程度の転出超過がみられます。 

最も多い転出先は、平成 29年、令和 4年ともに隣接する福山市です。転出の主な理由は、自身の

仕事やご家族の転居、結婚をきっかけとしたものとなっており、平成 29年と転居理由の傾向に変化は、

見受けられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3府中市の転出・転入数の状況 

図 2-4 府中市からの転入理由  
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府中市全体の人口推移  

人口減少と高齢化の進行  

府中市全体の人口は減少を続けており、今後 20 年間で 31.7％減となる見込みとなっています（令

和 2 年-令和 22 年比）。これまで高齢者の人口だけは増加を続けてきましたが、令和 2 年以降は高

齢者も含めすべての年代で人口減少が進むと予測されています。 

特に年少人口は約 55.3%減（令和 2 年-令和 22 年比）となっており、最も減少が進む見込みとなっ

ています。また、高齢化率も上昇し、令和 2 年時点では約 1.4 人の生産年齢の世代が 1 人の高齢者

を支えていましたが、令和 22 年には概ね 0.94 人で 1 人を支える時代が到来すると予測されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5年齢３区分別推計人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-6 年齢３区分別推計人口比 
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地域別の人口推移  

地域別の人口推移をみると、備後圏都市計画区域の市街化区域及び都市機能誘導区域では、平

成 22年から令和 2年にかけてそれぞれ人口が減少しており、市街化区域では 1,719人減少（減少率

5.8％）、都市機能誘導区域では 462 人減少（減少率 6.6％）と、緩やかに人口減少が進行しています。

居住誘導区域においても、人口減少を示しており、平成 22 年から令和 2 年にかけて人口は、257 人

の減少（減少率 1.4％）となっています。 

上下町の人口は、平成 22年から令和 2年にかけて人口が 1,130人減少（減少率 21.0％）となって

おり、急速に人口減少が進行しています。また、上下町の用途地域内では、平成 22 年から令和 2 年

にかけて人口が 159人減少（減少率 12.1％）となっています。 

 

 

※府中市（市全域）の人口以外については、国勢調査の町丁目別人口を 100m メッシュ居住人口に変換し、各区域に 50%以上含まれ
るメッシュの居住人口のみを集計しているため、実際の居住人口と差異が生じる場合があります。 

 

図 2-7 地域別の人口推移 
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地域別の転居・転入及び転出の状況  

転居・転入及び転出状況（平成 28 年～令和 2 年）をみると、府中市全体では、2,805 人の転出超

過となっています。 

地域別では、市街化区域及び居住誘導区域では、転居・転入が多いものの、転出も多くなっており、

転出超過となっています。（＜市街化区域＞転出超過：1,010人、＜居住誘導区域＞転出超過 728人） 

都市機能誘導区域では、560人の転出超過となっています。 

上下町全体では、転居・転入者は 531 人と少ない一方、転出者が 1,375 人となっており、840 人の

転出超過となっています。用途地域（上下町）では、転居・転入者が 53 人に留まる一方、転出者が

137人となっており、84人の転出超過となっております。 

 

 

 

図 2-8 過去 5年間に転入・転出した人口（平成 28年～令和 2年） 
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※１）居住誘導区域は H29年策定時の区域で町丁目別人口を面積按分して集計を実施 

※２）用途地域（上下町）は、町丁目別人口を面積按分して集計を実施 
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（６）人口集中地区（ DID 地区）の変遷  

１） DID 地区拡大と低密度化の同時進行  

府中市における DID地区は昭和 55 年以来、府中駅周辺から徐々に福山市方面へと拡大してきま

したが、平成 12年から令和 2年にかけて市街化区域の縁辺部等で DID地区の縮小がみられます。 

DID地区内の人口密度は、地区の拡大とともに年々減少しており、令和 2 年時点では、昭和 55 年

の人口密度の約 65.9％にあたる 32.8人/ha まで減少しています。 

 

 
 

 

出典：国勢調査、国土数値情報 

図 2-9 人口集中地区（DID地区）の変遷 
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 人口分布の状況  

１）備後圏都市計画区域  

 密度分布に粗密のある府中市の市街地 

平成 22年における備後圏都市計画区域内の市街化区域は、府中町、緑ヶ丘団地、見晴団地及び

高木町を中心に 50 人/ha 以上の地域も見られるものの、市街化区域縁辺部を中心では 5 人/ha 未

満の地域も見られるなど、粗密のある密度分布となっています。 

鵜飼町、中須町周辺の基本市街地東部では、住宅・工場・農地等の混在により、高密度な地域と

低密度な地域が混在する粗密のある密度分布となっています。 

 

 
 

図 2-10 備後圏都市計画区域における 100ｍメッシュ毎の人口密度（平成 22年） 

 

 

 

  

出典：地域・交通データ研究所「平成 22年簡易 100m メッシュ人口データ」 
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 中心市街地の人口密度の低下 

令和 2 年の人口密度をみると、平成 22 年では、50 人/ha 以上を示していた府中町や高木町の一

部エリアや市街化区域縁辺部においても、人口密度の減少が見られます。 

 

 
 

図 2-11 備後圏都市計画区域における 100ｍメッシュ毎の人口密度（令和 2年） 

  

出典：国勢調査（R2） 
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 全体的に低密度化が進む将来の市街地 

現在の傾向のまま人口減少が続くと、令和 27 年度には、市街化区域内においても桜が丘団地を

除き 30人未満/ha まで人口密度が低下すると予想されています。 

 

 
 

図 2-12 備後圏都市計画区域における 100ｍメッシュ毎の人口密度（令和 27年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

出典：国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V3（R2国調対応版） 
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上下都市計画区域  

 低密度化している上下町 

平成 22 年における上下都市計画区域の人口密度は、上下駅東部の地域において 40～50 人/ha

の地域があるものの、都市計画区域内では、5 人/ha 未満のエリアも広く分布しており、地域全体とし

て低密度化しています。 

 

 
 

図 2-13 上下都市計画区域における 100ｍメッシュ毎の人口密度（平成 22年） 

 

 

 

 

  

出典：地域・交通データ研究所「平成 22年簡易 100m メッシュ人口データ」 
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 上下中心部の低密度化 

令和 2 年における上下都市計画区域の人口密度は、上下駅東部の地域において 30～40 人/ha

の地域があるものの、都市計画区域内では、5 人/ha 未満のエリアも広く分布しており、平成 22 年より

地域全体として低密度化しています。 

 

 
 

図 2-14 上下都市計画区域における 100ｍメッシュ毎の人口密度（令和 2年） 

  

出典：国勢調査（R2） 
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 全体的に低密度化が進む将来の市街地 

上下都市計画区域では、現在の傾向のまま人口減少が続くと、令和 27 年度には、上下駅周辺に

おいても人口密度が 10人未満/ha となることが予想されています。 

 

 
 

図 2-15 上下都市計画区域における 100ｍメッシュ毎の人口密度（令和 27年） 

  

上下駅 

出典：国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V3（R2国調対応版） 
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都市基盤  

道路の整備状況  

都市計画道路の整備が進む中心市街地  

本市では、人口減少へ対応したまちづくりへ転換していく中で、未整備の都市計画道路の見直し

や道路整備を進めてきました。 

地域別にみると、府中町や出口町にある都市計画道路の整備は概ね完了しています。 

中須町や広谷町周辺では、中須府中線や中須父石線（国道 486 号）の整備が完了している一方、

広谷元町線や栗柄広谷線（南北道路）の一部区間、府中新市線などの未整備な路線も残っています。 

栗柄広谷線については、広域産業基盤の確立のための、工業団地と国道、福山西 IC を結ぶ南北

軸として整備に着手し、一部区間の供用が開始され、他の区間についても早期整備を行い、今後、

供用開始を見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-16 都市計画道路の整備状況 

 

  

出典：備後圏都市計画 府中市都市計画総括図、府中市提供情報を基に作成 
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市街地全体に狭あい道路が残存  

旧市街地に加え、戦後急速に拡大した新市街地も含めた市街地全体に幅員 4ｍ未満の狭あい道

路が分布しています。 

一部の狭あい道路では、府中市狭あい道路整備事業の活用等、住民と連携しつつ拡幅整備を進

めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-17 建築基準法第 42条第 2項道路（幅員 4ｍ未満）の分布 

  

出典：広島県 HP「建築基準法に規定する『指定道路図（府中市）』」 
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下水道の整備状況  

下水道整備が進む中心市街地  

これまで、事業計画区域を対象に公共下水道整備を進めており、約 7 割整備済区域となっていま

す。 

今後も引き続き、公共下水道整備を進め、汚水処理の普及を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-18 下水道の整備済区域・認可区域 

  

出典：府中市流域関連公共下水道事業計画（R7） 
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土地利用  

土地利用現況  

住宅・工場・農地の混在  

府中駅周辺は、主に商業用地として利用されています。市街地の東部などの平地では、主に住

宅・工場・農地が混在した土地利用となっています。市街化区域の縁辺部には、市街化区域内の農

地が多く残っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 2-19 備後圏都市計画区域における土地利用現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-20 備後都市計画区域における市街化区域内農地の分布状況 

出典：都市計画基礎調査（R3） 

出典：都市計画基礎調査（R3） 



 

 

 
2-18 

住宅建設・空き家の状況  

人口減少に伴う市街地の拡大圧力の低下  

昭和 50 年代頃は人口増加に伴い、市街化区域の縁辺部での開発が多く行われていました。しか

し近年は、平地である高木町・中須町周辺を中心とした開発が主流となっており、人口減少に転じた

ことで市街地の拡大傾向も鈍化しています。 

 

 

図 2-21 平成 12年以前の開発許可・宅地造成許可の分布 

  

N
0 0.5 1.0 km

出典：開発許可・宅地造成許可データ 
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図 2-22 開発許可・宅地造成許可の分布  

N
0 0.5 1.0 km

平成 25年～令和 2年 

平成 13年～平成 24年 

出典：開発許可・宅地造成許可データ 

出典：都市計画基礎調査（H30、R4） 



 

 

 
2-20 

住宅建設数の減少  

住宅建設数は減少傾向にあり、平成 20年のリーマンショック後に大きく減少しています。平成 21年

から平成 25 年までは回復傾向を示しており、平成 26 年には平成 20 年と同数まで回復したものの、

その後は減少し、平成 29 年に回復傾向の兆しが見られたものの、近年は増加や減少を繰り返してお

り、近年最も多かった平成 20年や平成 26年の時よりも、減少傾向にあります。 

 

 

 

図 0-１ 家屋の新築・増築状況の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-23 家屋の新築・増築状況の推移 

 

  

出典：府中市統計要覧 
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空家の増加  

近年空家は増加傾向にあり、比較的人口減少が著しい生活中心街や上下都市計画区域、都市計

画区域外等の地域を中心に市街地全体に空家が分布しています。特に、生活中心街、上下町・都市

計画区域外の集落市街地では危険度が高い空家が多く含まれています。 

 

 

 

図 2-24 府中市における空家の推移 
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出典：住宅・土地統計調査（S63-R5） ※その他は「一時現在者のみ」と「建築中」の建物を示す 
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図 2-25 空き家の分布  

出典：府中市空家実態調査（R5） 

備後都市計画区域 

上下都市計画区域 
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災害リスク  

土砂災害  

土砂災害が懸念される市街化区域縁辺部  

市街化区域の縁辺部を中心に土砂災害の危険性が高い地域として土砂災害警戒区域等が指定

されています。 

本市では、土砂災害への対策として、避難場所の確保等のハード面での整備とともに、「マイ・タイ

ムライン」（自らの防災行動計画）の普及促進などによる住民への周知、町内会等と連携した避難誘

導体制の構築などを進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-26 土砂災害警戒区域等の指定状況  

備後圏都市計画区域 

上下都市計画区域 

出典：土砂災害ポータルひろしま 

※都市機能誘導区域・居住誘導区域は H29年策定時の区域を表示 
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水害  

浸水が懸念される芦田川沿いの平地部  

芦田川の北側の平地を中心に、浸水想定区域が指定されています。 

平成 30 年 7 月豪雨においては、観測史上最高水位を更新する大規模な出水が発生し、越水・内

水被害が発生しており、対策として河床掘削等の河川改修事業が進められています。また、「マイ・タ

イムライン」（自らの防災行動計画）の普及促進など住民への周知、町内会等と連携した避難誘導体

制の構築などを進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-27 河川による浸水想定区域(想定最大規模)の状況  

備後圏都市計画区域 

上下都市計画区域 

出典：洪水ポータルひろしま 

※都市機能誘導区域・居住誘導区域は H29年策定時の区域を表示 
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都市機能  

都市機能の分布  

市街地への各種施設の集積   

公民館・集会所等を除いて、多くの施設が備後圏都市計画区域の居住誘導区域内及び上下都市計

画区域の用途地域内に集中立地しています。 

施設毎にサービスの維持や、施設の立地しない地域へのサービス提供に取り組んでいます。 

 

表 2-1各施設の立地状況及びサービス提供状況 

 立地状況 サービスの提供状況等 

医療施設 

備後圏都市計画区域における居住誘導区

域内の JR福塩線沿線及び上下駅周辺を

中心に立地 

府中市民病院・府中北市民病院を

核にして、診療所と連携しながら

市全体の医療体制を維持するとと

もに、デマンド型乗合タクシーに

よりアクセス性を確保 

老人福祉施設 

備後圏都市計画区域の居住誘導区域及び

上下都市計画区域の用途地域内を中心に

立地 

施設入所だけでなく、通所・訪問

サービスなど在宅生活を支援する

各種の介護サービスを提供し、高

齢者の地域での生活を支援 

子育て・教育

施設 

一部集落に点在するものの、備後圏都市

計画区域の市街化区域及び上下都市計画

区域の用途地域内を中心に立地 

通学バス、通学タクシーにより通

学・通園を支援 

商業施設 
備後圏都市計画区域の居住誘導区域及び

上下都市計画区域の用途地域内に立地 

移動スーパー等の施設立地によら

ない民間サービスも存在 

公共施設 

主な公共施設は、備後圏都市計画区域内

の市街化区域及び上下都市計画区域内の

用途市域内に集中的に立地 

公共交通の維持により概ね市域全

体からのアクセス性を確保すると

ともに、近年、プールやグランド

の整備を実施 

公民館・集会

所 

市域全体に分布 一部では設置目的が異なるなどに

より類似施設が近接する立地状況

がみられる 
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図 2-28 医療施設の分布  

凡例

病院(20床以上)

診療所(0～19床※)
※歯科除く

行政区域

都市計画区域

鉄道路線

市街化区域・用途地域界

出典：国土数値情報(医療機関)、電子地形図（タイル）（国土地理院）を基に作成 
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図 2-29 老人福祉施設の分布 

凡例

居住系老人福祉施設

訪問系老人福祉施設

行政区域

都市計画区域

鉄道路線

市街化区域・用途地域界

通所系老人福祉施設

短期入所系老人福祉施設

出典：国土数値情報(医療機関)、電子地形図（タイル）（国土地理院）を基に作成 
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図 2-30 子育て支援施設・教育施設の分布  

凡例

幼稚園

保育所

行政区域

都市計画区域

鉄道路線

市街化区域・用途地域界

子育て支援センター

小学校

中学校

高等学校

義務教育学校

出典：国土数値情報(学校)、電子地形図（タイル）（国土地理院） 
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図 2-31 商業施設の分布  

凡例

大型店

行政区域

都市計画区域

鉄道路線

市街化区域・用途地域界

出典：全国大型小売店総覧（2023）、電子地形図（タイル）（国土地理院） 
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図 2-32 公共施設の分布  

凡例

官公庁・教育センター

保健センター

行政区域

都市計画区域

鉄道路線

市街化区域・用途地域界

文化・交流施設

図書館

博物館・美術館

スポーツ施設

市民病院・市立病院

道の駅

出典：国土数値情報(公共施設)、電子地形図（タイル）（国土地理院） 
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図 2-33 公共施設の分布  

凡例

公民館

集会所

行政区域

都市計画区域

鉄道路線

市街化区域・用途地域界

出典：国土数値情報(市区町村役場及び公的集会施設)、電子地形図（タイル）（国土地理院） 



 

 

 
2-32 

府中駅周辺への公共施設の集積  

主な公共施設は、特に府中駅周辺の概ね半径 1km の範囲に集積しており、近年も府中市こどもの

国、府中市多機能拠点施設（道の駅びんご府中）、府中市 B＆G 海洋センターなど市の拠点施設を

整備しています。 

一方で、既存施設の老朽化や耐震化が課題となっています。 

 

図 2-34 備後圏都市計画区域における公共施設の分布 

表 2-2 主な公共施設の建設年数と耐震化の状況 

出典：府中市公共施設等総合管理計画（R5改定）及び個別施設計画（R6）  

施設名称 建設年月 
耐震化の
状況 

大規模改修の実施状況 

府中市役所 昭和 49年 有 平成 25-26年度に大規模改修を実施 

府中市教育センター 昭和 31年 有 平成 14年度に大規模改修を実施 

府中市こどもの国 平成 30年 有 平成 29年度建て替えを実施 
府中市生涯学習センター 昭和 36年 有 平成 16年度に大規模改造工事を実施 

府中市立図書館 平成 4年 有 
 

府中市文化センター 昭和 57年 有 令和 7年度に大規模改修工事を実施 

府中市市民病院 平成 27年 有 - 

府中市保健福祉総合センター 平成 15年 有 - 

府中市武道場 昭和 52年 無 - 

府中市立総合体育館 平成 6年 有 - 

府中市多機能拠点施設 
（道の駅びんご府中） 

平成 28年 有  

府中市地域交流センター 平成 26年 有 - 

府中市 B＆G海洋センター 令和 7年 有 都市機能誘導区域へ誘導（新築） 
府中市歴史民俗資料館 昭和 60年 無 - 

府中市月見ヶ丘公園体育施設 昭和 52年 無 - 

出典：国土数値情報（市町村役場及び公的集会施設、公共施設、学校、医療機関） 
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ものづくり産業の状況  

ものづくりを支えるまちなかの事業所数の減少  

ものづくり産業関連施設の立地は、大規模な工場は高台の工業団地とまちなかである平地部の一

部と、中小規模の工場は平地部全体に分布しています。 

一方で、事業所数、従業員数等は、昭和 50 年(1975 年)と比べ半数以下に減少しており、課題とな

っています。また、製品出荷額等は、ピークである平成 2年（1990年）より約57％減少しているものの、

平成 27年(2015年)より上昇しており、回復傾向がみられます。 

 

 

図 2-35 工場の分布と用途地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-36 工業の事業所数、従業員数、製品出荷額等の推移（昭和 50年を 1 とする指数）  
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出典：都市計画基礎調査（R3）、国土数値情報（用途地域） 

※都市機能誘導区域・居住誘導区域は H29年策定時の区域を表示 

出典：工業統計（～H22）、経済センサス（H29、R2） 
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交通  

利用交通手段  

自家用車利用を中心とした移動  

居住地に関わらず、市民の主な利用交通手段は自家用車となっています。 

自家用車保有台数は年々増加し、1世帯あたりの保有台数は約 1.6台となっています。 

 

図 2-37 利用交通手段 

 

 

 

図 2-38 自家用車保有台数等の推移 
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公共交通の状況  

複数路線が通過する府中駅から高木駅周辺  

路線バスは、1 日数本と運行頻度の低い路線が多い一方、福山市と府中市を結ぶ広域路線である

福山府中線では、1日往復 23.5便（1時間に 2本程度）と比較的高い頻度で運行されています。 

鉄道は、府中・福山駅間については、朝夕は 1時間に 2本と、日中に比べて高い頻度で運行され、

通勤・通学に利用されています。 

 

表 2-3 公共交通の運行本数・平均乗車密度 

区分 名称 運航日 
平日１日あたりの運

行便数 
備考 

鉄道 JR 福塩線 毎日 
福山方面：27 便 
三次方面：6 便 

 

路線バス 
（広域） 

府中福山線 毎日 23.5 往復  
福山市線 毎日 9.0 往復  

路線バス 
（市内完結） 

府中ぐるっとバス 月－土曜日 
左回り：13.0週 
右回り：11.0週 

 

府中上下線 毎日 6.0 往復  
府中金丸線 毎日 7.0 往復  

南宮台団地線 毎日 3.0 週  
土生栗柄線 毎日 6.0 往復  

デマンド型 
集合タクシー 

ふれあいタクシー 平日週１日 1.0 往復 地区ごとに曜
日を分け、1 日
1 往復ずつ運行 

おたっしゃ号 平日毎日 1.0 往復 

自家用 
有償旅客 

協和元気タクシー    毎日 予約に応じて運行 
7 時半～17 時
に運行 

 

 

図 2-39 鉄道およびバス停からの徒歩圏 

出典：国土数値情報(鉄道、バス停留所、バスルート) 

出典：府中市地域公共交通計画（R6.3）、府中市 HP 
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生活サービス施設へのアクセス手段の確保  

市民アンケート（令和 3 年実施）において、「電車やバスなどの公共交通の使いやすさ」が最も満足

の低い項目（不満＋やや不満の割合が多い項目）であることから、公共交通の利便性の改善が求め

られていると考えられます。 

実際に買い物の移動手段として、自家用車の利用が最も選択されている一方、公共交通機関の利

用は限定的となっています。特に、運転免許をもたない人の過半数においては、家族等に自家用車

を運転してもらい移動していることが分かります。 

 

 

図 2-40 生活環境に対する満足度（市民アンケート） 

  

家賃・土地の価格や広さなどの住宅の条件 (N=1143)

公園や遊歩道など身近な憩いの場の整備状況 (N=1178)

ごみ処理施設や上下水道の整備状況 (N=1172)

住宅と工場・商業施設・農地などとの混在状況 (N=1158)

騒音・振動・悪臭等の状況 (N=1166)

空き家・空き地等の状況 (N=1150)

日常の買い物のしやすさ (N=1206)

働く場の数や職場への通いやすさ (N=1125)

子どもの生活環境・教育環境の良さ (N=1142)

保育施設や子どもの遊び場の利用しやすさ (N=1133)

病院や福祉施設の利用しやすさ (N=1191)

スポーツ施設や文化施設の利用しやすさ (N=1164)

観光施設や娯楽施設の状況 (N=1163)

高校や大学などの状況 (N=1135)

インターネット環境の整備状況 (N=1143)

幹線道路の整備状況 (N=1168)

自宅付近の道路の整備状況 (N=1189)

徒歩や自転車で通行するときの安全性 (N=1180)

電車やバスなどの公共交通の使いやすさ (N=1186)

山・川など自然の豊かさ (N=1193)

農地や緑地など身近な緑の豊かさ (N=1183)

街並みの美しさ (N=1189)

防犯面での安全性 (N=1179)

地震に対する安全性 (N=1171)

火災に対する安全性 (N=1174)

水害・土砂災害に対する安全性 (N=1174)

歴史や文化の豊かさ (N=1168)

まちの賑わいや魅力 (N=1177)

人情味や地域の連帯感など人間関係の良さ (N=1191)

自治会活動やボランティア活動などの実施状況 (N=1182)
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□買い物に出かける際の主な移動手段 

 

 

図 2-41 買い物に出かける際の主な移動手段 

 

 

  

出典：府中市地域公共交通計画（R6.3）市民アンケート 
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府中市立地適正化計画における課題  

基本市街地に関する課題  

現行計画（H29.3）策定後、これまでの取組により、居住誘導区域内の人口が増加するなど効果発現の

兆しが見えています。中でも高木町や中須町など市街地東部エリアは、近年、子育て世代を中心に居住

地として選ばれており、人口の流入が最も多い地域であります。しかしながら、人口流出も多いエリアでも

あるため、さらなる人口のダム的機能の強化が求められています。 

 このことから、子育て世代の流入が多い強みを活かし、より居住地に近い地域にこれまで府中駅周辺で

展開した公共公益施設を集積した取り組みとは異なる都市機能をもった居住サービスの集積を図り人口

流出を留める魅力的な市街地を形成する必要があります。 

 また、南北道路の全線開通を見通す中で国道との交差点を含む、沿道市街地は、福山市からの玄関

口的位置である、職住近接の環境を活かした産業の顔が見える独自の魅力を形成する必要があります。 

 

集落市街地に関する課題  

これまで集落市街地においては、小さな拠点制度の活用や市中心部との交通ネットワークによる地域

コミュニティの維持を図ってきたが、現行計画（H29.3）策定後、市北部の集落市街地における拠点である

上下駅周辺市街地においても急速な人口減少が見られることから、身近な都市機能の維持も困難となる

ことが問題となっています。 

 このことから、上下駅周辺市街地において都市機能を維持するため、一定の人口密度を維持するため

の居住誘導を図ると共に地域資源を活用した積極的な交流を図り、交流人口の増加による地域の活性

化を図る必要があります。 

 

都市機能に関する課題  

これまでの取組により、府中駅周辺に設定した都市機能誘導区域において、公共施設を中心とした市

全体を支える都市機能を集積してきました。今後は、更なる機能集約や賑わい創出に向けエリアマネジメ

ントの視点による施設活用を図っていく必要があります。 

 

交通に関する課題  

過年度のアンケートにより、買い物等の移動手段は、自家用車の利用が最も選択されている一方、公

共交通機関の利用は限定的となっており環境負荷の低減がなされていないと共に将来的な公共交通機

関の存続が危ぶまれます。 

そのため、公共交通サービスの維持・向上や利用促進を図り、公共交通への利用転換を図っていく必

要があります。加えて適正な駐車場配置や道路網の整備など、市域内のみならず広域の拠点間の移動

ネットワークの充実を図る必要があります。 
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災害リスクに関する課題  

現行計画（H29.3）で基本市街地において居住誘導区域を設定し、居住誘導を図っていますが、当該

区域は、浸水想定区域に含まれることに加え、居住誘導区域の周辺部では、土砂災害特別警戒区域及

び土砂災害警戒区域が広く指定されることから、誘導施策だけでなく防災・減災に向けた取組を同様に

行う必要があります。ハード面の対策だけではなく、災害発生時の情報提供の充実や自主防災組織等に

よる地域防災力の強化等、住民の避難行動の強化に向けたソフト面での対策も必要となります。 

また、災害による被害を抑制・軽減するため、災害の危険性が高い地域における開発を適切に規制す

るとともに、既に居住地として利用されている地域については、必要に応じてより安全な地域への移転・誘

導等を図る必要があります。 

 


